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認定の公平性に関する評価委員会規程 

 

１．適用範囲 

この規程は、独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター（以下「IAJapan」という。）

における認定の公平性に関する評価委員会（以下「公平性委員会」という。）の組織と事務等

に関する事項について定める。 

 

２．定義 

本規程における用語の定義は、「認定制度品質マニュアル（認定-部門-UQM）」及び「IAJ

apan 組織及び職務権限規程（認定-部門-URP20）」による。 

 

３．組織 

３．１ 構成等 

(1) 公平性委員会は、IAJapan に置く。 

(2) 公平性委員会は、「IAJapan 公平性の確保に関する方針（認定－部門－URP17）」に従い、

認定に関する利害関係者の利害を反映した意見に基づく検討が行われるよう、利害均衡に

配慮して構成する。 

(3) 公平性委員会に、委員長１名を置く。委員長は公平性委員会委員（以下「委員」という。）の

互選とする。また、委員長不在での公平性委員会開催は、臨時に委員長を置くこととし、そ

の臨時の委員長は出席委員の互選とする。 

(4) 委員長は、公平性委員会の議事を統括する。 

(5) トップマネジメントは、欠席する委員に対しては同一の利害関係にある代理人の選任を求

めることとし、代理人の出席は、委員から事前に通知があった場合に認める。代理人の選任

が難しい場合には、当該委員に対して事前に資料を送付し、意見を求める。 

(6) 公平性委員会の事務局は、総括・庶務グループに置く。事務局は公平性委員会運営に必

要な手続きを行う。 

 

３．２ 委員の選定及び委嘱 

(1) トップマネジメントは、公平性委員会の所掌事務や利害の均衡を考慮して委員を決定す

る。委員の委嘱手続きについては、「認定業務管理規程（認定－法Ｂ－業務管理）」による。

また、委嘱時には委員から様式１「機密保持誓約書」の提出を求める。 

(2) 委員の任期は、原則として２年とする。ただし、委員本人から任期満了期間内に退職等の

理由により委員辞退の申し出があった場合は、これを認め、委員登録を抹消し、その旨を公

平性委員会に報告する。 

(3) 委員の利害関係に変更があった場合には、トップマネジメントは（1）による利害の均衡を再

考する。 

 

４．所掌事務 

公平性委員会は、認定制度の公平性に関して、次の事項について協議する。 

① 公平性の確保に関する方針 

② 公平性の確保に関する取組み 

③ 公平性のリスクの管理 

 

５．開催 
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トップマネジメントは、委員会の利害バランスを保証するため、3.2(1)で定める構成委員の分

野のバランスが出席委員で保たれるように配慮し、開催時期を決定する。また、公平性委員会

は、原則として年１回以上開催することとする。 

 

６．公開情報 

配付資料（認定活動に係る記録、第三者の著作物を除く）及び議事要旨は、IAJapan の WE

B ページで公開する。 

 

７．規程管理部署 
本規程の管理部署は認定センター計画課とする。 

 

附則 

この規程は、平成２４年４月９日から施行する。 

 

附則 

  この規程は、平成２４年８月３０日から施行する。 

 

附則 

  この規程は、平成２６年７月１日から施行する。 

 

附則 

  この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附則 

  この規程は、平成３０年１０月９日から施行する。 

 

附則 

  この規程は、平成３１年１月１日から適用する。 

 

附則 

  この規程は、令和 4 年 10 月 4 日から適用する。 
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様式１ 
 

機密保持誓約書 

 

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター（以下「IAJapan」という）が設置する認

定の公平性に関する評価委員会（以下「委員会」という）の委員として、委員会を通じて知り得

た情報（公知の情報を除く）について、IAJapan の許可なく、開示、漏洩、又は他の業務の遂行

に使用しません。また、この義務及び責任は委員の任期終了後も継続して遵守します。 

委員会を通じて知り得た情報には、次を含みます。 

a) IAJapan が認定活動において特定した公平性に対するリスクに関する情報 

b) IAJapan への苦情又は異議申立てに関する情報 

c) その他、IAJapan から機密保持についての指示があった情報 

 

 

２０  年  月  日 

 

                                  氏名：                     


